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協働による地域づくり

論 説

協働による地域づくり

― 静岡県「協働事例発表会『協働の底力』」の取り組み 一

日 詰 一 幸

は じめに

戦後日本社会において、社会資本は主に国・都道府県・市町村といっ

た行政機関が整備計画を立案し建設を推進してきた。そのため、道路や

河川など住民の日常生活に不可欠な社会資本整備に関して、地域住民は

計画立案や維持管理にほとんどかかわりを持つことがなかったのである。

しかし、70年代以降生じた政策過程への住民参加の要求の高まりを受け

て、行政もしだいに住民との関わりを持つようになっていった。そして、

90年代に入ると、計画策定過程への住民参加ということで、欧米で実践

されていた「パプリック・インボルプメント」(PubLc lnvol■ 7cment、 PI)

から手法を学び、それを日本へ導入する取 り組みが進められた。このよ

うな取 り組みは、「住民参加型公共事業」として注目されたのであるが、

あくまでも構想・計画策定段階における住民参加の形態であった。

一方、80年代以降日本でも市民活動団体の活動が活発化し、それらの

団体が整備された社会資本の維持管理にもかかわりを持つようになった。

そして、1998年 に制定された特定非営利活動促進法 (NPO法)は、地域

の社会資本に対する住民の関わ り方を大きく変えていくことになった。

この法律により、地域住民によって生み出された様々な市民活動団体が

法人格を取得し、社会的な責任を担って公共領域での活動を活発化させ
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てきたのである。その結果、社会資本整備の領域においてもNPO法人を

はじめ法人格を有しない市民活動団体や地縁組織が、建設された道路や

整備された河川の維持管理においてもいろいろな形でかかわるようになっ

てきた。

こうして、社会資本をめぐって、現在は構想・計画策定段階だけでな

く、完成した社会資本の維持管理面においても地域住民が関与するよう

になったのである。

そこで、本稿では、静岡県が2004年度より取 り組んでいる「協働事例

発表会『協働の底力』」の事例をもとに、NPO法人を含む市民活動団体

が地域社会で整備された社会資本とどのような形で関わりを持ち始めて

いるのか、そしてどのような役割や機能を果しているのか、検討しよう

とするものである。

1 社会資本 と地域住民の関わ り

社会資本整備への住民参加が制度化されたのは、2003年 (平成15年 )

3月 に制定された「社会資本整備重点計画法Jな らびにこの法律に基づ

いて同年10月 に閣議決定された「社会資本整備重点計画」においてであ

る。社会資本整備重点計画法において、住民の声を聴取するということ

に関しては、以下のように規定されている。「社会資本重点計画の案を作

成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、

国民の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、都道府県

の意見を聴 くものとする」(第 4条第 4項 )。 そして、社会資本整備重点

計画においては、より具体的な住民参加の規定が盛 り込まれている。す

なわち、「地域住民等の理解と協力の確保Jと いうことで、計画段階より

も早い構想段階から住民参加手続きを促し、「構想・計画・実施等の事業
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過程を通じた住民参加の取組み等を推進するJと している
1。

また、国土交通省 (以下、国交省)は2003年 (平成15年)6月 に「国

土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライ

ン」を策定した。このガイドラインでは、国交省所管の直轄事業等にお

いて、計画 。実施・管理等の各段階における住民参加を促進することが

明記され、かつその標準的な手続きを示している。

以上のように2000年代に入ってから、社会資本整備における住民参加

の制度化が進展したのであるが、本稿では特に維持管理面への住民参加

に注目することから、以下に河川や道路といった分野での地域住民のか

かわりを考察しておくことにしたい。

1-1 河川と地域住民

90年代に入ってから従来の河川行政に大きな転換が生じた。河川審議

会では1996年 (平成 8年)に 「21世紀の社会を展望した今後の河川整備

の基本的方向について」を答申した2。

その中では、今後の河川行政のあり方について、「地域と河川 との役割

分担を明確にしつつ、地域社会の意向を反映し、地域の個性を十分に発

揮できる新たな施策の展開」力S必要であることを提言とした。それを受

けて、翌97年 (平成 9年)に河川法が改正された。その改正においては、

法の目的に従来の治水・利水に加え、新たに「河川環境の整備 と保全J

が位置付けられた。そして、「河川整備基本方針と河川整備計画Jと いう

新たな計画制度を採用し、この策定に当たっては地方自治体の首長や地

l国土交通省「第 1次社会資本整備重点計画J、 3頁。「第 1章社会資本整備事業の

重点的、効果的かつ効率的な実施」における「3 地域住民等の理解と協力の確保J

の中で規定。
2hゅ ■

=い
、mht gOjp″ 市er/1hk/rfC/Opin10n 7toshulan/data2 1 htm (2013年 12月 27

日間覧)。
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域住民等の意見を反映するための手続きが法制化された。この法改正に

より、河川整備を推進する際、地域と連携し地域の意見を活かすという

仕組みが創設されたのである。つまり、■■llI行政への市民参加制度が確

立したと言えよう。

その後も河川審議会においては、河川行政への市民参加あるいは市民

団体の関わりに関しての検討が継続して行われ、その結果、2000年 (平

成12年)に 「河川における市民団体等との連携方策のあり方についてJ

が答申された
3。

この答申において、河川は「地域共有の公共財産」であるという視点

から、市民・企業・地方自治体等が連携し、それぞれが有する資源や特

性を活かして役割分担を行いながら、河川管理を行 う仕組みが構想され

た。

このような河川審議会の答申を受けて、地方レベルで様々な取 り組み

が進められていった。静岡県では、1998年 (平成10年)よ り「しずおか

流域ネットワーク」という市民団体が「川の日」のワークショップを開

始し、それが2001年 (平成13年)以降は、「しずおか川自慢大賞」へと発

展していった
4。

そして、静岡県が中心となり、2003年 (平成15年)以降、「リバーフレ

ンドシップJ"」度が導入された。これは、地域住民団体 と行政の協働に

よる河川美化活動 (川 の清掃、除草等)の仕組みである。つまり、県が

管理する河川の一定区間において美化活動を行おうとする市民活動団体

に対し、活動に必要な物品の提供等の支援を行い、地元の市町はその活

動によって生じた雑草や空き缶等の廃棄物の処分に協力するというもの

3 httpヵ ハヽん～7mLt gojp/11■ er/1■nk/rfc/opmio″loshlllan/data O hⅢl(2013年 12月 27

日閲覧)。

4 http=′l… ■■littet glJp/shレ uoka(2014年 1月 10日 間覧)。

- 80 (527) -



協働による地域づ くり

で、美化活動実施団体 (市民活動団体)=リ バーフレンド、県、市町が、

三者で協定を締結するというものである
5。

2003年においては、安間川 (浜松市)や鮎沢川 (小山町)等 8つの団

体と協定が締結され、その後この取 り組みは全県的に拡大をしていった。

その結果、2014年 (平成26年)3月末には、410団体との協定が締結され

ることになった。

1-2 道路と地域住民

河川同様、道路においても構想・計画策定段階へ住民参加を導入する

という取 り組みが進められてきた。それは、「パプリック・インボルプメ

ント」(PI)と いう形で実現している。パブリック・インボルプメントに

関しては、道路審議会基本政策部会 「21世紀のみちを考える委員会」で

「道づくり」へ国民の意見を反映させるため、意見募集をしたことに端を

発 している。「21世紀のみちを考える委員会Jでは、1996年 5月 「キック

オフ・レポートJを刊行し、全国から道路に関する意見を公募した。そ

の結果、35,000人から11万作以上の意見が提出され、それらが「ポイス・

レポート」としてまとめられ配布された
6。

このような取 り組みを経て、1997年 (平成 9年)6月 に道路審議会建

議 「道路政策変革への提言～より高い社会的価値をめざして～Jが出さ

れた。この建議の中で特徴的なことは、「国民と徹底した対話を行う国民

参加型の新しい方法」として、「パプリック・インボルプメント方式」を

採用したことである
7。

5 httpプ
/■mvpreishlzuokajp/■ msesu/ke‐ 320/1nfOllllatOn/1nfOmatleln04 h血  (2014

年1月 10日 閲覧)。

6市民参画型道路計画プロセス研究会編『市民参画の道づくリーパブリック・イン

ボルプメント (PI)ハ ンドブックーJぎ ょうせい、2004年、11頁。
7同書、12頁。
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その後、2001年 (平成13年)に は、道路事業の計画段階における合意

形成のあり方を検討することを主眼に「道路計画合意形成研究会」力
'設

置され、「今後の計画決定プロセスに関する基本的な考え方Jが提言とし

てまとめられた。その提言においても、「構想段階におけるPIプロセスの

導入」が明示された。そして、2002年 (平成14年)には、国交省道路局

が「道路計画合意形成研究会」の提言をもとに、「市民参画型道路計画プ

ロセスガイドライン」を策定した
8。

その後2005年 (平成17年)に は、こ

のガイドラインの改定が行われ、「構想段階における市民参カロ型道路計画

プロセスのガイドライン」に変更され、現在に至っている。

このように、道路分野における構想・計画段階における住民参加はパ

プリック・インボルプメントが推奨され、各地において様々な事例が蓄

積されている。今後は、このような手法の有効性についての検討が求め

られることであろう。

さて、道路の維持管理面への住民参加はどのように展開しているので

あろうか。道路は地域住民の日常生活に欠 くことのできない施設である

が、その維持管理において近年アダプト・ プログラムが導入されるよう

になった。

この取 り組みは、1985年 アメリカ・ テキサス州運輸局が導入したこと

がきっかけとなり、その後カナダ、ニュージーランド筆でも導入される

ことになり、日本では1998年 に徳島県神山町で初めて導入された
9。

この取 り組みは、静岡県における「リバーフレンドシップ」の道路版

である。つまり、県が管理する道路や区間において清掃・ゴミ拾い・植

栽の剪定・草花の維持管理といった美化活動を実施する地元の住民団体

と県が同意書を交わし、県はアダプトサイン (表示板に活動団体名を記

8同書、13頁。
9 http:″ぃハ崚own kalnlt7alna lgjpた doplお hlml(2014年 1月 17日 閲覧)
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載してアピール)を設置し、参加者の保険カロ入費用を負担するとともに

清掃用具を支給する。そして、地元の市町はごみ回収などの支援を行う

のである。静岡県では、これを「しずおかアダプト・ロード・プログラ

ム」と称している。

静岡県では2001年 (平成13年)に袋井駅前商店街など10団体と同意書

が締結され、始められた。2013年 (平成25年)12月末の集計では、県内

で139団体が同意書を締結している
Ю
。

2 静岡県における「協働事例発表会『協働の底力』」の取 り組み・

静岡県では、2004年度 (平成16年度)よ り、静岡県内における「魅力

的な地域づくりJの事例を発表する場として「協働事例発表会 F協働の

底力』」という取組みを進めてきた。この発表会は、静岡県内で地域住民

や市民活動団体が連携して地域づくりに活躍している事例を集め、それ

らを紹介し分析すると共に成果や課題を相互に学び合 う、いわば「協働

による地域づくりの見本市=メ ッセJの ような取 り組みだと言えよう。

2004年度に開始され、2013年度に10回 を数えることになったが、これ

までにどのような事例が紹介されたのか、それを振 り返っておくことに

したい。

Ю リバーフレンドシップ、アダプト・ロード・プログラムの双方で指摘できること

は、県と同意書を締結して活動している団体の高齢化が進み、活動に広がりがみら

れないことである。これをどのように打開していくことができるのかということが

今後の課題の一つとして挙げられる。

"筆者は第1回 から毎年参加しており、参与観察者としての立場からこの発表会と関

わってきた。その際、毎年 トークセッション/ト ークライプのコーディネータあるい

は基調講演者などの役割を担っている。

-83(524)一



法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

2-1「 協働事例発表会『協働の底力』Jの概要
2

(1)第 1回協働事例発表会 (2004年度、2005年 3月 12日 開催

静岡市もくせい会館)

テーマは、「協働ってなに?みんなで力をあわせてよりよい地域づく

り !」 というものであつた。初めての開催であるということもあり、地

域づくりにおける協働を皆で学んでみようというところに主眼が置かれ

た。開催に当たっては、有志による「協働の底力組Jと いう実行部隊が

組織され、発表会の運営を担ったのも特徴だと言えよう。そして、この

「協働の底力組」は第 8回 まで協働事例発表会開催に当たり、実行部隊と

しての役割を果した。

紹介された事例は合計 9事例であつたが、そのうち発表された事例は

2事例、パネルで紹介された事例が7事例であった。発表された2事例

は次のとおりである。①麻機遊水地の事例 (静岡市)。 NPO法人麻機湿

原を保全する会をはじめ5団体が行政と連携して、遊水地におけるゴミ

対策や草刈り等の実施により生物多様性が維持されているというもので

ある。②瀬戸川流域での活動 (藤枝市)。 瀬戸川流域で行政・市民活動団

体・企業箸が連携し「瀬戸川フォーラム」としてネットワーク化を図り、

瀬戸川の豊かな自然を次世代へ伝えるという活動である。また、パネル

で紹介された事例は、①青野川での活動 (南伊豆町内5つの小学校と県

下田土木事務所の連携)、 ②太田川水系での活動 (磐田市)、 ③佐鳴湖で

の活動 (浜松市。周辺住民の佐鳴湖浄化活動)、 ④下田・アダプトロード

の活動 (下田市)、 ⑤清水三保での活動 (国・県・市と周辺7団体との連

携による看板整備)、 ⑥森川橋での活動 (袋井市。地域住民と袋井土木事

務所の連携)、 ⑦御前崎港緑地での活動 (地元のエコクラブと御前崎土木

2第 1回から第10回 までの「協働事例発表会『協働の底力』」の内容については、静

岡県交通基盤部建設技術監理センター所蔵の記録と筆者の参与観察による記録の双

方をもとにしている。
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事務所の連携による緑地公園整備 )。

12)第 2回協働事例発表会 (2005年度、2006年 3月 12日 開催

静岡市もくせい会館)

第 1回 目で静岡県内の様々な協働の事例を研鑽したが、第 2回 目では

さらに地域づくりにおける協働の理解を深めることが目的とされた。そ

のため、二重県伊賀市においてまちづ くり活動を推進している実践者を

招いてまちづくり事例の紹介を受けると共に、静岡県内の事例も発表す

ることにより、相互に協働の理解を深めることができた。

なお、第 2回の開催に当たっては、発表会の準備のため、東部・中部・

西部を中心に「よりあい会Jと称する、行政職員有志の会合を開き、協

働についての意識啓発やスキルアップ、さらには情報交換の場が持たれ

た。よりあい会はその後も今日 (2013年度現在)ま で継続した取 り組み

となっている。

発表された事例は、静岡県内3事例 と二重県伊賀市の事例の4事例で

あった。静岡県内の発表事例は次のとおりである。①瀬戸川フォーラム

(藤枝市。「瀬戸川河川整備計画」策定への参加等)、 ②御前崎エコクラブ

(御前崎市。様々な活動メニューの紹介)、 ③国道150号焼津バイパス (焼

津市。アダプト・ ロー ド・ プログラム)。

(3)第 3回協働事例発表会 (2006年度、2006年12月 16日 開催

静岡市もくせい会館)

テーマは、地域における協働を通じた課題解決方法を学ぶというもの

であった。過去 2回にわたる事例発表会での学びを通じて、さらに地域

の課題解決方法を学ぶ機会とすることが目指された。なお、第 3回から

事例発表会の前に県内3ヵ 所において、地域住民や地域での活動者と行

政職員による「くるまざ会」が開催されるようになった。この取 り組み
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は2010年まで継続し、2013年度においても実施された。

第 3回事例発表会では、次のように県内の9事例が報告された。①宇

佐美流域会議 (伊東市宇佐美流域での協働による河川計画づくり)、 ②天

竜花の会 (国道152号沿いアダプト・ロード・プログラム)、 ③神田川の

活動 (富士官市・神田川における「せせらぎ公園」整備におけるワーク

ショップ)、 ④三ヶ日みかんの里資料館 (地元農家による廃校の利活用)、

⑤大内グリーンベル ト・森と水辺を育てる会 (静岡市大内地区における

里山の維持管理)、 ⑥清水港みなとづくり (NPO法人夢生の会を主体と

する港づくりの協働事業)、 ⑦倉真まちづくり委員会 (掛川市倉真地区ま

ちづくり委員会と県の連携による県道拡幅事業における計画案作成)、 ③

丸子芹が谷防災対策委員会 (静岡市丸子芹が谷地区における防災対策委

員会における協働事例)、 ⑨松川周辺地区まちづくり推進協議会 (伊東市

松川周辺地区まちづくり推進協議会のまちづくり活動)。 第 3回では、県

内の9事例が紹介されたが、様々な事例が紹介され、地域づくりにおけ

る協働事例の豊富化に寄与した。そして、三ヶ日みかんの里資料館、倉

真まちづくり委員会、丸子芹が谷防災対策委員会、松川周辺地区まちづ

くり推進協議会の代表者 4人によるパネルディスカッションが行われ、

「協働のきっかけ」「協働の仕掛け人」「協働の形」「協働のパートナーとの

関係」の4つの観点から分析を行った。それまで2回の発表会では、こ

のような観点からの分析が行われなかったことから、このパネルディス

カッションは有意義なものとなった。

14)第 4回事例発表会 (2007年度、2007年 12月 22日 開催 清水テルサ)

テーマは、「協働の “よいとこ"みんなで再発見 !!」 ということで、

過去 3回で明らかになった成果や課題をもとに、協働することの目的や

利点を再度確認し合うという点に焦点が当てられた。事例発表会の開催

に当たっては、地域ごとに「地域別意見交換会」「よりあい会」「くるまざ
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会」での活動内容も報告され、事例発表とともに協働事例の意義につい

ての確認がなされた。

協働事例は静岡県内での取り組みが8事例報告された。報告事例は次

の通りである。①NPO法人ラブ・ネイチャーズ (浜名湖ガーデンパーク

との協働)、 ②静岡大学農学部 (静岡大学と静岡市梅ヶ島大城地区での一

社一村運動の取 り組み)、 ③田子の浦港・田子の浦海岸環境整備策定委員

会 (田子の浦港での県・市・地元団体との協働による環境改善活動)、 ④

藤枝市大洲地区社会福祉協議会 (地元の地区社協と学校、行政との連携

による環境改善活動)、 ⑤須走花の会 (ア ダプト・ロード・プログラム)、

⑥太田川流域ネットワーキング (太田川流域で活動するボランティア団

体、NPO、 自治体の協働)、 ⑦佐鳴湖ネットワーク会議 (佐鳴湖周辺の

自治会、学校、企業、県、市の連携により湖水の浄化及び自然環境改善

活動)、 ③熟川海岸海辺づくり協議会 (東伊豆町、地元漁港、観光協会、

県土木事務所の連携によるまちづくり協議会の活動)。

なお、2007年 4月 より静岡県では機構改革が実施され、社会資本整備

を包括的に担当する部としてそれまでの土本部が建設部へと変わった。

15)第 5回事例発表会 (2008年度、2009年 1月 25日 開催

静岡市アイセル21)

協働事例発表会も5回 目を数え、過去の取 り組みを振り返 り、茨の協

働につながるような視点を得るため、テーマは「協働での取組みを進化

させるコツJと いうことで、協働の取り組みの質を高めるために必要な

要因を探ることが目的とされた。その際、それまで取 り組まれてきた「く

るまざ会」も「地域月Uく るまざ会」と「視察・体験型くるまざ会Jへ と

変わり内容の充実が図られた。

協働事例は県外の事例 として、愛知県の矢作川水系森林ボランティア

協議会の取 り組みが紹介された。また、県内からは次の6事例の報告が
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行われた。①下田高校周辺地域交通環境検討会 (高校周辺通学路の安全

確保に関する地元団体、企業、行政の協働)、 ②高城の滝周辺整備協働の

会 (伊豆市・高城の滝周辺整備における地域住民、企業、造園・森林関

係専門家との協働)、 ③静岡・海辺の会 (静岡市大浜海岸地区での地元団

体と行政の連携による活動)、 ④みさくぼ大好き応援団推進協議会 (NPO

法人地域づくリサポートネットと水窪町の住民団体、浜松市の協働によ

る森林環境の保全・管理・活用に関する活動)、 ⑤中倉沢棚田保全推進委

員会 (菊川市上倉沢地区における地域と企業、行政が連携した棚田保全

活動)、 ⑥新居関所周辺まちづくりの会 (地域住民と新居町の連携による

関所跡周辺地域のまちづくり活動)。

これら6事例の中から見えてくる地域づくりの要点について、筆者は

発表会の中で講評を行ったが、それは以下のようにまとめることができ

る。①資源を活かす市民の知恵の必要性。地域に存在する資源を掘り起

こし、それをそのままにしておくのではなく、皆が知恵を出し合って活

かす方法を見つけ出すことが大切である。②学校教育との連携による未

来の人材育成の視点が大切。魅力ある地域づくりは、次世代を育成する

大切な機会となることを再認識する必要がある。③文化資源を活かした

新たな宝物づくりという視点が重要。文化資源やアートの視点はこれか

らの地域づくりにとっても重要な視点となり、古くなった資源にもその

中に新しい価値を見出すことが可能であり、その視点を大切にすること

が必要である。

16)第 6回協働事例発表会 (2009年度、2010年 2月 11日 開催

静岡市もくせい会館)

テーマは、「市民、企業、行政との協働の発展、進化の方向性を学ぶ」

であった。過去 5回、協働の実践例の中から協働の意義や課題を明らか

にしてきたが、さらに協働を発展させるための条件は何か、その点を探
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ろうとすることが目的とされた。

協働事例発表会の事前の準備段階において、「よりあい会J「 くるまざ

会」「訪間型くるまざ会」力S開催され、多くの関係者から意見を聴取した

上での発表会であった。

発表会で報告された事例は6事例であったが、報告だけでなくその活

動内容について、引き出し役によるインタビューを行い、参加者と共に

その事例を分析するという手法を採用した。報告された事例は次のよう

である。①熱海市地域活性化プロジェクト (熱海市、県熱海土木事務所

の連携によるまちづくリワークショップ、「海上タクシー」や「オープン

カフェ」などの社会実験の実施)、 ②森町体験の里アクティ森 (森町、県

袋井土木事務所 。大田川ダム建設事務所、地区の自治会との連携による

体験型施設アクティ森とその周辺地域におけるアダプト・ロード・プロ

グラムやリバーフレンドなどの活動)、 ③本郷ふる郷普請の会 (藤伎市中

山間地域において、農業生産者・住民・各種団体によって設立された本

郷ふる郷普請の会と志太榛原農林事務所、藤枝市の協働事業の実践)、 ④

WO法人Be― club(NPO法人と清水港管理局の連携による清水港を活用

したイヴェント事業)、 ⑤NPO法人東海道・吉原宿 (NPO法人、富士市、

吉原商業高校との連携によるまちの活性化)、 ⑥倉真まちづくり委員会

(掛りll市倉真まちづくり委員会と掬 H市、県袋井土木事務所の協働による

県道拡幅工事に対する住民案策定)。

掛川市倉真まちづくり委員会の活動は、第 3回の事例発表会でも報告

された事例である。22年間中断されていた県道拡幅工事をまちづくり委

員会が地元地権者と調整を行い、工事計画案 (み ちづくりに対する住民

案)を まとめ上げたというものであり、第 6回 においてもそのプロセス

が報告された。この取 り組みで優れているのは、倉真地区まちづくり委

員会が「拡幅工事専門委員会」を立ち上げ、県・袋井土木事務所より技

術面でのサポートを受け、ヨ頂を踏みながら地元住民との合意形成を図っ
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たという点である。完成した住民案で注目すべき点は次のとおりである。

第一に、計画区間全線における道路幅員がすべて11メ ートルの幅で必要

かどうかという協議を住民参加のもとで実施したことである。その結果、

計画区間全線において11メ ー トルの幅員は必要でないという合意を形成

した。

第二は、まちづくり委員会が、住民の利害関係者を調整し、拡幅工事

着手の優先順位を決定したことである。優先順位としては、子どもたち

の通学路、倉真温泉付近、落石懸念箇所という順番で拡幅工事を進める

という合意形成がなされた。

まちづくり委員会では、この結果を書類にとりまとめ県へ提出した。

このような取 り組みの成果として、住民案を策定することにより地区の

合意形成が図れたこと、そして住民の意見を反映した道路計画は、大幅

なコス トダウンにつながったということである。このような取 り組みは

計画策定過程への住民参加のモデルケースだと言えよう。

(7)第 7回協働事例発表会 (2010年度、2011年 2月 11日 開催

静岡市もくせい会館)

前年2009年に民主党政権が誕生した。民主党政権では「新しい公共」

という言葉が象徴的に使用されており、第 7回のテーマもそれを反映し、

「『新しい公共』時代における協働のあり方」とされた。2010年度より県

の機構改革により、建設部から交通基盤部に部の名称が変わった。報告

された事例は5事例であった。①伊久美みちづくり委員会 (島田市伊久

美地区での住民団体と行政の協働によるみちづくり)、 ②縄文の里 (島田

市久保幸区での棚田保全活動)、 ③下阿多古地区 (「下阿多古地域の農業

を考える会」と「株式会社フジヤマ」の協働による地域の活動)、 ④NPO

法人榛原里山の会 (牧之原市でのNPO法人と行政の協働)、 ⑤御前崎エ

コクラプ (市民活動団体と行政の協働による緑地公園の植栽活動)。
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第 7回 においては、前年の掛川市倉真地区まちづくり委員会の活動が

報告されたが、島田市伊久美みちづくり委員会の活動は、まさに倉真地

区での事例を参考にしたみちづ くりの実践であった。これは、地元住民

が道路建設計画の策定過程に参画し、合意形成を行うという事例であり、

今後の社会資本整備のあり方に極めて示唆的であった。

また、この回において、初めて地元のr■R組織と企業の協働の事例 (下

阿多古地区)力'報告された。これまで協働というと、ほとんどの事例が

地元住民団体やNPO法人と行政との協働であつたが、企業が協働の枠組

みの中に入つてくるということも想定されていたのであつたが、そのモ

デル的な事例となった。

18)第 8回協働事例発表会 (2011年度、2012年 2月 5日 開催

静岡市もくせい会館)

第 8回のテーマは、「協働のさらなる発展をめざして、未来につながる

協働の形を探る」ということで、特に大学生等を中心とする次世代を巻

き込むことの大切さを強調する発表会となった。事前の準備段階におい

ては、「よりあい会」「現地見学ツアーくるまざ会」が行われた。

この発表会で報告された事例は次の3事例であった。①大井川みなり

パーク (み なリパーク委員会、県島田土木事務所川根支所、島田市との

協働)、 ②静岡県立大学環境サークルCO‐CO+竹林再生プロジェクト大

内 (県立大学環境サークル、静岡市清水・竹林再生プロジェクト大内、

県環境局の連携による竹林再生活動)、 ③農事組合法人伊豆月ク瀬海組合

(月 ヶ瀬梅組合、日本大学短期大学部食物学科、県東部農林事務所の連携

による梅を活用した地域活性化)。

第 8回では、大学生 (県立大学のサークル、日大短期大学部の研究室)

を巻き込んだ地域再生・活性化の取り組みが報告された。これらの取 り

組みから、従来の地域住民だけの活動に「若者の視点 (目 線)Jが加わる

- sl (516) -



法政研究18巻 3・ 4号 (2014年 )

ことにより、活動そのものに良い影響がもたらされ、協働の利点である

Win Ⅵ喘の関係が構築されていることが明らかとなり、協働の将来に向

けて明るい展望を持つことができた。

③ 第9回 地域づ くり発表会 (2012年度)

第 9回において、過去 8回 にわたる協働事例発表会を総括し、県内各

地区における協働の取り組みの広がりを考慮し、新たな試みとして東部・

中部・西部の3地区で「地域づくり発表会」という形を採ることにした。

その結果、「地域づくり発表会」は静岡市だけで開催する従来の方式から、

東 (沼津)。 中 (静岡)。 西 (浜松)の各会場で開催された。発表会の基

本的な構成は、事例報告、ポスターセッション、 トークライプというも

のであった。西部地区 (2013年 1月 27日 開催、浜松市市民協働センター)

はポスターセッションとトークライプが主体であった。ポスターセッショ

ンには20団体による活動の紹介がなされた。そして、 トークライプでは

西部地区で活動を展開している4人の代表者が登壇 し、「若者がまちづく

りにかかわるには ?Jを テーマに議論がなされた。また、東部地区 (2013

年 2月 9日 開催、東部パレット)では、「地域資源循環型の事例研究を通

し、新 しい公共理念に基づく協働型地域社会づくりを学ぶ」をテーマと

して、基調講演 (NPO法人アサザ基金代表理事飯島博氏)、 3つの活動

発表、分科会 (「森林資源循環型社会づくりJ「農地再生に向けた協働の

きっかけづくり」)力 行`われた。報告された活動事例は次の通 りである。

①「小山町における木質ペレットJ(株・富士総業)、 ②「一社一村しず

おか運動の取り組み」(天子ケ岳保存の会)、 ③「100万人の清掃運動J

(NPO法人サプライズ)。

筆者は中部地区 (2013年 2月 16日 開催、静岡市産学交流センター)で

開催された「地域づ くり発表会in中部」に参加した。中部地区では、事

例報告 3件、ポスターセッション12団体、そして トークライプという構
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成であった。活動事例の報告は、①GR00Mし ずおか、②NPO法人フロ

ンティア清沢、③静岡・海辺づくりの会からなされた。トークライプで

は、報告をした3団体の代表者と県建設技術監理センター副所長の4名

がパネリストとなり、筆者がコーディネータを務め、「後継者、世代間を

つなぐ仲間をつくるために」というテーマで議論を展開した。このトー

クライブから引き出されたことは、①「あそび」「たのしさJ「美しさ」が

カギである、②人材は社会の中にある、③活動を地域社会へ還元するシ

ステムをつくる、など3点であった。従来、社会資本整備はハード整備

が主体であったが、今後はソフト面での整備も重要であることが理解さ

れた。特に、GR00Mしずおかは、静岡市谷津山地区における放置竹林

の再生が主体の活動であったが、市内外の多様な団体を巻き込み、まさ

にマルチステークホルダー方式により役割分担が定められ、センスの良

さが光っていた。そのセンスの良さを支えていたのは、アートの力と自

然の素材である竹を結び付けた点にある。まさに「美しさJが実現した

活動であった。

00第 10回 協働の底力 地域づくり発表会 h伊東 (2014年 1月 26日 開催)

第 9回 目の発表会が東・中 。西部の3カ所で別々の開催であったが、

第10回は伊東市 (伊東市観光会館別館)のみでの開催となった。発表会

の構成は、これまでとは異なり、午前中に「松川周辺地域まちづくり推

進協議会」(松 まち会)メ ンバーのガイドで、伊東の「まち歩き」を行っ

た。そして午後から全体会が開催された。全体会の構成は、基調講演
B、

ポスターセッション17事例の紹介、そして「静岡県の地域づくりにおけ

る協働の未来を語る」をテーマにトークライプを行った。筆者がコーディ

Ю基調講演は筆者が担当し、タイトルは「静岡県の地域づくりにおける協働～10年

間の歩みとこれからの展望Jであった。
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ネータを務め、「松川周辺地区まちづくり推進協議会」(東部)、 県立大学

環境サークルCO CO(中部)、 NPO法人みらいアース (西部)の代表者

3名 に県の担当者 2名 が加わり5名で トークライブを行った。

トークライブにおいては、東・中・西部それぞれで開催された地域部

会での議論が紹介され、それをもとに議論を展開し、最終的に「伊東宣

言」にまとめた
И
。まず、地域部会での議論の結果を記しておきたい。東

部での地域部会では、協働に関わっての制度を活用・使いこなし、まち

づくりの活動における点としての存在から、他の団体とつながりあうこ

とにより線になり、その線の密度が高 くなると面が構成させるようなま

ちづくりの展開が重要であることが指摘された。また、中部地域部会で

は、協働の取 り組みを通じて、世代間を巻き込む交流の場や機会を創出

することが必要であることが報告された。そして、西部地域部会では、

協働のセンスを持った人材を育成することが大切であり、市民側も行政

職員もそのような「センスJを磨 くことの重要性が指摘された。そして、

それらを集約した「伊東宣言Jを アピールした。

2-2『 協働事例発表会『協働の底力』」の成果

(1)参加者数
6

第 1回から9回 までの協働事例発表会 (第 9回は「地域づくり発表会」

へ名称変更)の参加者数は2,050人であった。毎年コンスタントに200名

以上の参加者があった。

次に、よりあい会 (第 2回～10回発表会まで27回 開催)参加者数747

H「伊東宣言Jは以下のように3項目にまとめられた。「わたしたちは [身近な活動を

通じて協働の未来をひらきます。J、 わたしたちは『世代を超えた交流の場を創出し、

協働の未来をひらきます。』、わたしたちは『人と人をつなぐために、相互に感じ合

えるセンスを磨き、協働の未来をひらきます。』J
b静岡県交通基盤部建設技術監理センターが集計した資料。
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人、くるまざ会 (第 3回～ 5回発表会まで21回開催)参加者数657名、現

地見学 くるまざ会 (第 5回～10回発表会まで16回開催)参加者数734人、

現場取材 (第 7回～静岡・海辺づくりの会、静岡・芹が谷町自治会防災

対策委員会、第 8回～久留米木棚田+不二総合コンサルタント、県大環

境サークル)の参加者数は36人であり、これからを総合計すると10年間

で4,224人の参加者があった。一方、実行委員会 (第 1回～10回発表会ま

で95回開催)参加者数は1,617人 であった。

12)発表会を通 じて得られた成果
16

第 1回から10回 までの開催の中で得 られた成果を市民レベルと行政レ

ベルでまとめると次のようになる。

く市民活動団体 (NPO法人含む)>

①事例発表会での発表を契機に団体の活動の発展や、活動そのものの充

実に結びついた。つまり、協働事例発表会への参加により、自らの活

動や組織運営の見直しが行われ、新たな課題の認識とそれを改善する

機会を見出すことができたということである。

②事例発表会に参加した団体同士の交流・ネットワーク化が進展した。

事例発表会においては、実際に事例を発表する団体やポスターセッショ

ンに参加する団体は毎年10以上を数え、それらの団体同士がこの事例

発表会で出会うことにより、相互に情報交換を行い、活動において連

携するという事例もみられるようになってきた。まさに、事例発表会

そのものが、協働による地域づくりのプラットフォームとしての機能

を果たしているものと考えられる。

お
筆者と静岡県交通基盤部建設技術管理センタースタッフとの双方の見解を整理し

たものである。
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③新たな人材の発掘の機会。

事例発表会を通じて、活動そのものを地域に発信することの重要性に

気づき、情報発信を行うことにより、地域社会において新たな人材を

発掘することが可能となった。

く行政>

①職員の協働への理解の促進、スキルアップの機会となった。

事例発表会で、協働の枠組みやそれを構築するプロセスなどを学ぶこ

とにより、協働の意義や成果を学ぶことができ、それを日常の業務に

取 り入れる動機づけがもたらされた。その意味で、事例発表会そのも

のが職員の研鑽・研修の場としての役割を果たしていると考えられる。

②縦割りから組織横断型への意識の芽生え。

複雑化・多様化・複合化した地域社会における課題解決=地域づくり

の活動は、行政機関における単一の担当課だけで片付 くということは

極めてまれなことであり、複数の担当課と連携することが求められる。

それは、行政組織の従来の常識を覆して、より効果的な事業の実施が

必要となる。行政のような官僚制組織においては、一般的に「縄張り

意識Jが強く、それを乗 り越える意識改革や取り組みが求められてい

る。行政職員が、協働の事例を学ぶことにより、自身が組織横断型の

発想・意識を持つことの必要性に気づく機会となっている。

③協働の取り組みそのものを評価する機会。

協働については、連携の形をつくることが目的ではなく、実際にその

枠組みの中で結果・成果を生み出すことが重要である。つまり、地域

の課題が解決されるとともに、新しい取り組みが生まれたり、地域社

会に新しい価値観が芽生えたりすることが目的である。協働の取 り組

みを通じて、行政組織としてどのように関わったのか、そして、相互

にコミュニケーションがとれていたのかどうか、さらには生み出され

-96(511)一



協働による地域づくり

た結果はどうであったのかという観点で行政の立場から評価・点検す

る機会を見出すことができる。このような評価・点検の機会は協働を

進める際には、極めて重要な気づきの場となるのである。

以上のように、10年 を経た「協働事例発表会『協働の底力』」を通じて

得 られた成果は、今後の社会資本整備 と市民活動とのかかわりに様々な

示唆を与えてくれるものとなった。

3 社会資本整備 と市民活動の交差

社会資本整備への住民参加や建設された社会資本の維持管理への住民

の関わりは、90年代に入ってから活発になり、様々な取 り組みが実施さ

れてきた。とりわけ、2009年に登場した民主党政権においては、地域の

公共性を担う新たな主体 として注目されるようになったNPO法人をはじ

め、多様な主体の連携による社会課題解決の枠組みが模索されるように

なり、このような動きを「新しい公共」と称するようになった。静岡県

が実施 している「協働事例発表会『協働の底力』」においても、第 7回

(2010年 度)ではテーマが「「新しい公共』時代における協働のあり方J

とされ、「新しい公共Jを意識するものとなった。社会資本整備において

は、本稿でもすでにふれたように計画策定過程において住民参加の仕組

みを構築してきたが、近年は維持管理の面にも市民活動団体と行政の連

携が注目されるようになり、地域住民の関わり方が計画策定ばかりでな

く維持管理にも拡大を見せている。まさに、この維持管理、さらに社会

資本そのものへの新たな価値付与という側面において、「新しい公共」は

新たな時代を切 り開く可能性がある概念として社会的に注目されるよう

になった。そこで、社会資本整備 と市民活動団体・企業の連携に関し、

今後の可能性を探る意味でも、「新しい公共」に関する現在までの状況を
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まとめておくことにしたい′
。

3-1「 新 しい公」から「新しい公共」ヘ

2009年 8月末の総選挙で民主党が勝利を収め、政権交代が起こった。

鳩山首相は所信表明演説の中で、「新しい公共」という言葉で鳩山政権が

今後取り組むべき方向性を示唆した。すなわち、「『新しい公共』とは、人

を支えるという役割を、『官』と言われる人たちだけが担うのではなく―

――地域で関わっておられる方々一人ひとりにも参加 していただき、そ

れを社会全体として応援しようという新しい価値観」(2009年 10月 26日 )

だとし、「新 しい公共」という言葉を映権のシンボル的な言葉として使い

始めたのであった。

管見の限 り、これに類する言葉は2000年 1月 に、自民党・小渕恵三首

相に提出された「21世紀日本の構想」懇談会報告書『日本のフロンティ

アは日本の中にある一自立と協治で築 く新世紀―』(座長、河合隼雄)の

中で、「新しい公」という言葉で使われたのが最初であろう̀。 この懇談

会は、20世紀から21世紀へと向かう狭間の時期に、21世紀の日本が進む

べき方向性を展望するという、スケールの大きな検討作業を行つた。そ

のような検討作業の中で、「新しい公」という言葉が選ばれたのである。

このような言説が選ばれた背景には、「お上」や「官」が牛耳ってきた公

共的な営みが限界に達し、複雑化・多様化し複合的な地域課題を解決し

て住みやすい地域社会を築くためには、従来の仕組みを超えた新たなシ

ステムを構築する必要があるという認識があったように思われる。特に、

r「新しい公共」を視角として地域づくりの可能性を論じた奥野信宏・栗田卓也「新

しい公共を担う人々』岩波書店、2010年ならびに同『都市に生きる新しい公共』岩

波書店、2012年は筆者の問題関心と符合する。
日「21世紀日本の構想」懇談会 (河合隼雄監修)『 日本のフロンティアは日本の中に

ある一自立と協治で築 く新世紀』講談社、2000年。
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1998年 (平成10年)12月 から特定非営利活動促進法が施行され、それま

で任意団体 として公益性の高い活動を展開していた市民活動団体にも法

人格 (特定非営利活動法人=NPO法人)が付与されることになった。そ

して、今後の日本社会において公益的活動を推進する主体として、NPO

法人が注目されるようになったのである。

「新しい公」という言説には、日本社会において「ガバメントからガバ

ナンスJを体現する象徴的な意味も込められていたと考えられる。政府

内において、「新しい公」はやがて「新 しい公共Jや「新しい公共空間J

という言葉に改められ使われていくことになった。例えば、内閣府が発

行 した2004年版『国民生活自書』では、そのタイトルが「人のつながり

が変える暮 らしと地域Jと され、サブタイ トルは「『新しい公共』への

道Jであった
p。

また、2005年 (平成17年)には、総務省「分権型社会

に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」から報告書『分権

型社会における自治体経営の昴J新戦略―新しい公共空間の形成を目指し

て一』が明らかにされた
20。 この報告書の中では、日本の分権型社会の

あり方を示す概念として「新しい公共空間Jと いう言葉が使われた。こ

の言葉が意味するところは、今後の分権型社会の自治体運営において、

公共領域は行政の他に、地域社会で活動する様々な主体が自治体と連携・

協力する形が望ましく、それを具体化する概念 として「新しい公共空間」

の形成を目指すというものであつた。

このように、「新しい公共」は80年代以降、日本社会の公共領域に新た

に登場してきた多様な担い手に焦点をあてた概念であると言えよう。

円内閣府『平成16年版 国民生活自書 人のつながりが変える暮らしと地域―「新し

い公共Jへの道―』2004年。
20総務省『分権型社会における自治体経営の昴1新戦略―新しい公共空間の形成を目

手旨して一』(http llミ wwSOumu golp/ikel.kenけ u71150415ユ04 htnl1 2014年 1月 10日

関覧)。
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3-2 民主党政権での「新しい公共」の展開

鳩山政権では、「新しい公共」円卓会議 (2010年 1月 ～6月 )力 設`置さ

れ、「新しい公共」の具体的内容が検討された。その検討結果が2010年 6

月 4日 に「『新しい公共』宣言」として明らかにされた。そこでは、「国

民、企業やNPOな どの事業体、そして関府が協働することによって、日

本社会に失われつつある新鮮な息吹を取 り戻すこと、それが私たちの目

指す「新しい公共』に他ならない」と述べている。円卓会議で検討され

たことは次のような項目であった
a。

ア、「新しい公共Jのイメージの明確化 (「新しい公共」宣言として実現)。

イ、「新しい公共」の基盤を支える制度整備。

①寄附税制などの制度整備。この中では、寄附税制の見直し、認定

NPO法人のPST(パ ブリックサポートテスト)基準の見直しや公

益信託のあり方についての検討がなされた。

②社会的企業の環境整備に資する社会事業法人制度の検討。

③NPOバンクなどNPO等を支える小規模金融制度の見直し。

ウ、地方公共団体の業務実施に関わる非営利セクターとの関係の再編成。

①日利版コンパクト (「非営利セクターJと 「劇府」の連携に関する

包括協定)。

②フルコスト・ リカバリー (直接費のみならず間接費も含め、事業

を実施するために必要なコストをすべて回収)に よる質の高いサー

ビスの提供。

工、その他の「新しい公共」の推進方策。すなわち、社会イノベーショ

ンを促進する仕組みによるソーシャルキャピタルの高いコミュニ

ティの創出に関わる検討。

冽内閣府「新しい公共円卓会議」(httpッフ憫 vW5 cao golp/entaku/2013年 12月 20日 閲

覧)。
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オ、企業の公共性について。社会的課題を解決するためにビジネスの

手法で活動する事業主体 (=社会的企業)の育成とソーシャルビ

ジネスネットワーク拡充の検討。

そして、鳩山首相退陣後、菅政権が誕生したが、菅政権においても「新

しい公共」推進会議が設置され、「新しい公共」の更なる展開に向けての

議論が進められた。「推進会議Jで検討された事項は以下のようである22。

ア、市民公益税制の推進。認定 PヽO法人数の増加をめざし、寄附税制

の更なる検討。

イ、市民セクター等と行政の公契約・協約等とのあり方。

ウ、金融面からの活動基盤整備のあり方。ここでは、NPOバンクや体

眠預金口座の活用策などが検討された。

工、「新しい公共Jを支える法人制度のあり方。社会的企業、社会的協

同組合 (出資型非営利法人制度)等が検討された。

オ、情報開示・発信基盤のあり方。情報開示フォーマットの検討。

以上のような検討を通じて、日本の「市民社会セクターJないし「サー

ドセクター」の充実に向けての諸制度の検討が進められたのである。

そして、政府は2010年度補正予算において「新しい公共支援事業J費

を盛り込み、日本全国で具体的な事業が展開されることになった。そし

て、静岡県には2億円余 りの予算が交付され事業が進められた。

3-3 静岡県におけるモデル事業の展開“

内閣府は「新しい公共Jが目指す社会を実現するため、都道府県を窓

口として取 り組みを進めた。主要な事業の一つとして、「新しい公共支援

22内閣府「『新しい公共J推進会議J(http//1vww5 caoゅ jp nPc7sulshlll htlm 2013

年12月 20日 関覧)。

23静岡県『新しい公共支援事業報告書 地域課題をみんなで解決する 誰もが暮らし

やすい静岡県のみらいへ』2013年。
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事業」がある。支援事業は「新しい公共の場づくりのためのモデル事業J

とNPO等が自立した活動を促進するための4つの支援事業から構成され

た。後者の支援事業のメニューとして、「活動基盤整備のための支援事

業」、「寄付募集支援事業J、「融資利用円滑化のための支援事業J、「つなぎ

融資の利子補給事業」力S用 意された。これら4つのカテゴリーの支援事

業の中で、静岡県内では、「活動基盤整備のための支援事業J(対象団体数

141、 事業数13)と 「寄付募集支援事業J(対象団体数103、 事業数 7)の

二つが精力的に進められ、個々のNPO法人のキャパシティ・ビルディン

グに貢献することとなった。

「新しい公共支援事業」の他に進められた取 り組みとして、「市民公益

税制の拡充Jと 「非営利活動促進法の改正Jの検討がある。これら二つ

の事業に関しては、「『新しい公共』円卓会議」(鳩山政権)や 「『新しい公

共J推進会議」(菅政権)での検討を踏まえ、制度が確立された。

「市民公益税制の拡充」については、寄付金控除において、所得控除で

はなく税額控除の導入がなされた。この制度の導入により、個人ベース

の寄付額のうち最大50%ま で税額控除が可能となった。また、認定NPO

法人の認定基準に関してもPST(パ ブリック・サポート・テスト)に絶

対値基準 (各事業年度中の寄付金の額が3,000円 以上である寄付者数が年

平均100人以上)が導入され、従来の「NPO法人の総収入に占める寄付

の割合が20%以上」とする半J定方式と並置され、どちらかを選ぶことが

可能となった。

また、「非営利活動促進法の改正Jに関しては、活動分野が現行の17か

らさらに3分野の拡充が行われた。新たに加えられたのは、「観光の振興

を図る活動」、「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動J賭F道府県又

は指定市の条例で定める活動Jであり、NPO法が規定する活動分野は全

部で20と なり、これらによりほとんどの市民活動を網羅することができ

るようになった。
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以上「新しい公共Jを めぐる主な事業について概説したが、社会資本

整備 と市民活動の連携に関わりのある「新 しい公共支援事業Jの一つと

して位置付けられた「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」につ

いて静岡県内の状況について簡単に触れておきたい。

3-4 「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」の推進
24

「新しい公共支援事業Jの 目的は、従来行政=官が独占してきた公的領

域の活動を、市民、企業、NPO等 が参画する仕組みを構築することにあ

り、とりわけ「新しい公共Jと いう仕組みの中で重要な担い手となる可

能性のあるNPO等が自立的活動を展開し、それによって「新しい公共J

の拡大と定着を図るというものである。そして、具体的な事業実施の原

則 としては、「WO等 の創意工夫に富んだ企画、提案等Jを重視し、「NPO

等の自立的活動を問接的に後押しするJこ とが目指された。そして、こ

の事業の具体的な対象者としては、NPO法人だけではなく、その他に社

会福祉法人、公益法人、任意団体、地縁組織、加えて事業の趣旨に合致

する活動を展開する組職・団体等、さらに市町村が挙げられた。

その中でも主要な事業とされたのが、「新しい公共の場づくりのための

モデル事業」(以下、モデル事業)である。このモデル事業は、地域的課

題解決のため地域の多様な担い手 (マ ルテステークホルダー)が相互に

協力し、それぞれが持つ特性を生かして役割分担を行うことにより課題

解決を図る取 り組みをモデル的に実施するものとされた。

静岡県では、運営委員会 (学識経験者、NPO等、企業・経済団体、金

融機関、マスコミ、経営等の専門家、一般市民から構成、正式名称は「ふ

じのくにNPO活動基金運営委員会J)が提案された19事業の審査を行い、

12事業が選定され、その総事業費は8,456万 円であった。採択されたモデ

Z同書、3035頁。
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ル事業は、震災復興支援、まちづくり、情報発信、景観づくり、里山保

全、福祉、農山漁村振興、協働の推進と多岐にわたるものであった
25。

これらの事業は、どれも複雑化・複合化している地域的課題に挑戦す

る事業であった。モデル事業の基本的なフレームは、各地域における多

様な主体間で「協議体」(=マルチステークホルダーフレームないしはプ

ラットフォーム)を構築し、その協議体を円滑に運営することにより、

課題解決を進めて行 くというものであつた。「新 しい公共」の枠組みは、

従来の「行政が主体的役割を担うJと いう形ではなく、NPO等の民間組

織も主導性・主体性を発揮して、協議体をコーディネートすることに着

目していた。そのため、事業の評価にあたっても、事業から生み出され

た成果だけでなく、「協議体」運営にも焦点があてられた。

採択されたモデル事業の中で、社会資本と関わる地域づくりに該当す

る事業としては、「富士山の景観向上のための集約案内サイン設置実験事

業J(ぐ るり・富士山風景街道アクションネットワーク)、
「地域マネジメ

ント人材の育成 と派遣による、互恵的協働社会創出事業」(富士官市/

25採択された12事業は以下の通り。①「被災地復興 。ことも応援プロジェクトJ(伊
豆の国被災地復興こども応援団 (伊豆の国市)、 ②「大井川流域smileネ ット」(吉 田
町/NPO法人しずかちゃん)、 ③「東日本大震災『静岡県災害ボランティアJ派遣

計画J(県危機管理部/NPO法人静岡県ボランティア協会)、 ④「高齢者いきいき宅
配サービス事業J(川根本町高齢者宅配サービス推進協議会)、 ⑤「伊豆若者支援交
流プラットフォーム事業」(伊豆まちづくり協議会)、 ⑥「富士山の景観向上のため
の集約案内サイン設置実験事業J(ぐ るり・富士山風景街道アクションネットワー

ク)、 ⑦「持続可能な体験型観光の推進に向けた中間支援組織の活動モデル事業」(西

伊豆いきいき漁村活性化協議会)、 ③「御殿場市観光ハブ都市づくり構想・情報発信
観光体制強化プロジェクト」(御殿場市/NPO富士山コミュニティ)、 ⑨「地域マネ
ジメント人材の養成と派遣による、互恵的協働社会創出事業J(富士官市/NPO法人
支援環境復元協会)、 ⑩「牧之原市自治基本条例推進プロジェクト地域の絆づくり事
業」(牧之原市/牧之原市静波区)、 ①「NPO等の連携による里山整備活性化のため
のネットワーク事業 (ふ じのくに里山コミッション)、 ⑫「協働推進のための地域づ

くり。まちづくりに活かす市民活動団体実態調査事業」(磐田市/NPO法人磐田まち
づくリネットワーク)。 なお、⑨～⑫は「NPO支援重点枠Jと して採択された。こ
れらの事業の評価については、同書、4041頁参照。
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NPO法人自然環境復元協会)、
「NPO等の連携による里山整備活性化のた

めのネットワーク事業」(ふ じのくに里山コミッション)な どが挙げられ

る。これらの事業は、すべて協議会 (マルチステークホルダーフレーム)

を構成して事業の推進にあたり、成果を獲得した。

むすび

本稿においては、静岡県が2004年度より取 り組んできた「協働事例発

表会『協働の底力JJを素材として、社会資本整備と市民活動の関わりに

ついて検討した。この発表会は2004年度の第 1回から今日まで継続して

実施され、現在第10回 目の開催 (2014年 1月 26日 )を終えたところであ

る。10回 に及ぶ発表会の中で報告・検討された協働事例は相当数に上る。

静岡県内で蓄積されたこれらの協働事業の成果は、今後の地域課題解

決の仕組みづくりの糧になることは間違いのないことである。

現在、国の累積債務は1,000兆 円を超えるまでに至った。このような状

況の中にあって、従来行政が関わっていた諸政策を見直さなければなら

ない時期に差し掛かったと言える。一方、1998年の特定非営利活動促進

法 (NPO法)の施行以来、NPO法人の活動が各地で活発化し、地域社会

において信頼を獲得してきた。現在日本のNPO法人数は50,000団体 (2013

年11月 末現在、申請中も含めて)を超えるまでになったが、その約半分

が年間の財政規模が500万 円以下の状態である26。

そのため、組織基盤の

脆弱なNPO法人が多く、力量にも格差がある。しかし、NPO法人は地域

に根ざした活動を展開し、しかも機動的に社会的課題に向き合い、しか

も専門性を活かした活動を生み出すことができることから、社会的にも

26内閣府『平成21年度市民活動基本調査報告書』2010年、5頁。(htlps:〃vttnpo
homepage gojノ dat″report26 htln1 2014年 1月 30日 関覧)。
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信頼のおけるNPO法人が増えているのも事実である。このような自立/
自律的に活動しているNPO法人がさらなる力を発揮して行政や企業等と

連携する仕組みができることを期待したい。

2011・ 12年度の 2カ年にわたり展開された「新しい公共の場づくりの

ためのモデル事業Jは、地域課題解決のための多様な主体間の連携 (=

マルチステークホルダーフレーム)を企図し、そのことを通じて地域社

会における組織間連携の必要性を強調するものとなった。このモデル事

業で得 られた経験は、「社会資本整備と市民活動Jの連携の仕組みを構築

する際にも大変参考となる取 り組みであったと考えられる。

本稿は、「協働による地域づくり」に関し、静岡県の事例に即して検討

したものであるが、今回は「新しい公共」という視点から協働の取 り組

みを理論的に検討することはできなかった。その点については筆者の次

なる課題と位置付けておきたい。
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